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華学園栄養専門学校 栄養士科 履修に伴う規定等 

1．華学園栄養専門学校の目的（学則第1条） 
  本校は、学校教育法並びに栄養士法に基づき、栄養に関す知識及び技能を修得させ、併せて社

会人として必要な一般教養を授けて栄養の指導者を養成し、もって国民福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。 

2．学校の名称（学則第2条）、課程、学科、修業年限（第5条） 

3．教育理念（目標） 
現在のわが国は、少子・高齢社会であり、私たちを取り巻く食生活・健康問題は複雑化・多様

化し、疾病構造も、がん、糖尿病を始めとする生活習慣病の増加にともなう医療費の増加が問題

となっている。 
このような時代背景を踏まえ、栄養士の業務は「給食運営」中心から「人の栄養管理」へ、

「集団」から「個人」へのサービスヘと変化し、さらに管理栄養士には、対象者個々人にあった

栄養ケア・マネジメントの実践力と、多職種との連携による対象者のQOL（生活の質）の向上を

満たすことができる能力が求められている。 
華学園では、そうした社会のニーズに応えるべく「栄養の専門職業人として健康増進のための

支援活動ができる人間性豊かな栄養士・管理栄養士の養成する」という教育理念（目標）のも

と、各活動分野で活躍できる栄養士・管理栄養士養成を目指す。 
① 校訓：「誠意・熱意・創意」 
② 教育ポイント：「調理もたくみな栄養士」の育成 

 
４.教育方針 

・医療の場：医療スタッフの一員として必要な専門知識及び、多職種との連携のためのコミュ

ニケーション能力を身につけた栄養士・管理栄養士の育成。 
・保健の場：健康の維持・増進のための栄養教育や栄養ケア・マネジメントを実践できる人材

の育成。 
・福祉の場：個人の命の尊厳や、意思・意欲を尊重し、自立支援を目的に栄養ケア・マネジメ

ントが実践できる人材の育成。 
児童福祉においては、食を通して心を育てる、食育推進のリーダーとしての意欲

と実践力を持った人材の育成。 
 
5．栄養士・管理栄養士とは 
栄養士 都道府県知事の免許を受けて栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業

とする者（栄養士法1条1項）  

管理栄養士 厚生労働大臣の免許を受けて管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養の為

必要な栄養指導、個人の栄養状態等に応じた高度の専門的知識・技術を駆使した健

康の保持増進のための栄養指導、特定給食施設において利用者の栄養状態等に応じ

た特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指

導等を行うことを業とする者（栄養士法1条2項） 
 

 
 

学校名・課程 学  科 修業 
年限 称号の授与（学則第21条） 

華学園栄養専門学校 
栄養専門課程 
（衛生関係） 

栄養士科（昭和55年4月認可） 2年 専門士（栄養専門課程） 

管理栄養士科（平成21年4月認可） 4年 高度専門士（栄養専門課程） 



2 
 

6．教科課程（詳細は別表 1 参照） 
 （1）学則に定める教科目 

   ・栄養士科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*選択必修科目はコース選択科目（4 単位） 

 （2）コース選択について 

        1 年後期に希望アンケートを実施し、コース分けを行う。 
① 栄養医療コース 
② 栄養調理コース 
③ 栄養食育コース 

 
 （3）学則以外の科目など（資格取得講座） 
  ①特別演習、②特別講座、③就職特別講座、④土曜製菓・製パン講座、 

⑤アフタースクールクッキング、⑥介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2 級） 
⑦食生活アドバイザー2 級・3 級 

 
7．授業概要 
 （1）学期 

2 学期制：1 年を前期（4 月から 9 月）、後期（10 月から 3 月）に分け、授業は学期毎に 15 回

を行う。 
 
 （2）ホームルーム・授業時間 

授業時限 4 月 1 日～3 月 31 日 
ホームルーム 08:50～ 

1 限目 09:00～10:30 
2 限目 10:40～12:10 
3 限目 13:10～14:40 
4 限目 14:50～16:20 

 
 （3）単位について 

単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科日を45時間の学修を必要とする内容をもつて構

成することを標準とし、授業の方法に応じ当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修

等を考慮して計算するものとする。また、本校の授業科目及び単位数は次ぎのとおりである。 
①講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって

1単位とする。（講義90分授業×15回＝2単位、演習90分×15回＝1単位） 
②実験、実習、研修については、30時間から45時間までの範囲で本校が定める時間の授業をも

って1単位とする。（実験・実習180分×15回＝1単位） 
  ※科目の学修は、ただ単に受け身（消極的）の学習で終わらせるのではなく、自宅や図書室等

を利用して自習し、その学習結果を整理し、応用を試みるなどしなければならない。 
   特に、講義・演習は授業外が自習を前提とした授業を行っているため、授業に出るだけでは

充分に内容を習得（理解）できないので、学生は自ら学び、自ら研究する積極的な努力によ

教育内容 
栄養士法施行規則に 

基づく教育内容 本校学則に定める内容 

単位数 単位数 

基礎分野 講義又は演習： 
実験又は実習： 

講義又は演習： 
実験又は実習： 

専門分野 講義又は演習：36 
実験又は実習：14 

講義又は演習：36 
実験又は実習：18 

選択必修科目  講義又は演習： 
実験又は実習： 

合  計 62         70 

12 
 

12 
 

4 
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って、学力の充実・向上を図るようにしなければならない。 
   『自習は、授業の課題だけでなく、予習・復習が必要かつ大切である。』 
] 

（4）成績評価 
授業の認定は、教育課程の定めるところにより、学年ごとに修了すべき学科目について試験

を行い、合格者に対して当該学科目の修了を認定する。ただし、実習については、実習の成績

によって修了を認定することができる。 
授業評価（成績）方法は、出席時間及び試験成績、学習評価（臨時試験、平常の各種提出

物、講義ノート、レポート等）を総合して行う。 
本校での学習目標は、ただ単に筆記試験に合格することではなく、本校指定のカリキュラムに

基づいて授業を履修し、それら（知識、技術等）を自ら体得することにある。したがって出席を

重視する。 
成績評価は、100点満点の評点で表し、S評価、A評価、B評価、C評価、F評価の5段階で表示する。 
【成績評価の基準】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  【客観的な成績指標の算出方法】 
   ・履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均値を算出する。 
 

≪試験の種類と評点・評価≫ 
①前期・後期別に定期的に行う試験を定期（本）試験といい、原則として全履修科目につい

て実施し、60点以上を合格とする。 
②病気、その他やむを得ぬ理由により定期（本）試験を受験することができなかった場合、

本人の希望願に対して実施する試験を追試験という。 
 追試験受験を希望する者は、追試験願書を提出し受験料（1科目1,000円）を納入する。 
 追試験による成績は、80％の採点（素点に0.8掛けして評価）とする。 
③定期（本）試験の結果、不合格となった科目について再度実施する試験を再試験といい、

本人の希望願に対して実施する。 
 再試験受験を希望する者は、追試験願書を提出し受験料（1科目1,000円）を納入する。 
 再試験による成績は、合格か不合格のいずれかとし、合格の場合はすべて60点（評価＝

可）とする。 
④追試験及び再試験が不合格となった場合、当該科目は未修得（未履修）であり、卒業まで

に修得されなければ、所定の修業年限での卒業はできない。 
（5）受験資格 

   全科目とも、当該期の授業時間数の3分の2以上出席しなければ、当該科目の定期（本）試験

を受験することはできない。また、欠席レポートが未提出の場合は、受験資格を認めない。 
 

（6）進級・卒業規定等 
  ・栄養士科 

① 1年次終了後、修得単位数が41単位未満の場合、次学年に進級できない。 
② 2年次終了後、全必修科目の修得単位数が70単位（2年次29単位）未満の場合、卒業はで

きない。 
 

評価 評価基準点 単位付与 備     考 
Ｓ 90 以上 合格 科目の目標を完全に到達している。 
Ａ 80～89 合格 科目の目標を充分に到達している。 
Ｂ 70～79 合格 科目の目標を概ね到達している。 
Ｃ 60～69 合格 科目の目標を最低限到達している。 
Ｆ 60 未満 不合格 科目の目標を到達していない。 
認 － 合格 他学校・他学科等で習得した単位の認定。 
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 （7）成績判定及び単位認定について 
校長、教育部長、学科長、担任及び教務課担当者等による判定会議にて決定する。原則と

して、基準に達しない場合、（6）の規定に順ずる。 
 

（8）補習について 
  授業を欠席した者は、担当教員による補習課題を提出しなければならない。 

担当教員は提出された課題を添削し、その内容が適切と判断した場合、補習が完了したものと

する。 
  ※指定のレポート用紙に欠席した授業内容をまとめ、クラス担任へ提出する。（担任の指示に

従う） 
 

（9）栄養士実力認定試験（主催: 一般社団法人全国栄養士養成施設協会） 
栄養士・管理栄養士の養成施設（学校）に通っている学生や卒業生が、自分自身の知識・実

力を知るための認定試験が「栄養士実力認定試験」です。この試験は、栄養士の資質向上と質

の均一化を図るとともに、各養成施設の教育に関する認識の強化を目的として行われます。 
栄養士実力認定試験を受けると、さまざまなメリットがあります。 

 
①栄養士実力認定試験を受けるメリット 
・就職活動の際に、その認定内容を履歴書に記すことができて、有利にはたらくことがある。 
・科目ごとの得点が分かり、全国平均点が表示されるため、「どこができていないのか？」「ど

こが勉強不足で、どこに重点を置いて勉強し直せばいいか？」がわかる。 
・試験は 2 年次の 12 月に実施。1 月に結果がわかるので就職までの期間に不足している個所

の勉強ができる。 
 

②受験資格 
栄養士・管理栄養士の養成施設の最終学年で栄養士資格取得見込者、養成施設の卒業生  

 
③出題科目（14 科目） 

公衆衛生学、栄養学各論（応用栄養学）、生化学、公衆栄養学概論、食品衛生学 
栄養学総論、解剖・生理学、栄養指導論、食品学各論（食品加工学を含む） 
給食管理論（給食計画論、給食実務論）、社会福祉概論、臨床栄養学概論 
食品学総論、調理学 

 
④試験の方法 

出題形式：5 問の中から正解を 1 つ選ぶ 5 肢択一 
問題数：85 題 
試験時間：2 時間 

 
⑤評価方法 

認定証 A：栄養士として必要な知識・技能に優れていると認められた者  
認定証 B：栄養士として必要な知識・技能のあと一歩の向上を期待する者  
認定証 C：栄養士としての知識・技能が不十分で、さらに研鑽を必要とする者 


